
亀山市公告第２１号 

予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項の規定による予防接種を行うの

で、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告する。  

  令和８年４月１日 

                         亀山市長  櫻 井 義 之 

 

１ Ａ類予防接種の対象疾病、種類及び対象者の範囲 

対象疾病 種類 対象者の範囲 

ロタウイルス感染 

症 

 

経口弱毒生ヒトロタウイル 

スワクチン（ロタリックス） 

出生６週０日後から２４週０

日後までの間にある者 

５価経口弱毒生ロタウイル

スワクチン（ロタテック） 

出生６週０日後から３２週０

日後までの間にある者 

Ｈｉｂ感染症 乾燥ヘモフィルスｂ型ワク

チン 

生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 

小児の肺炎球菌感

染症 

沈降２０価肺炎球菌結合型

ワクチン 

生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 

Ｂ型肝炎 組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチ

ン 

１歳に至るまでの間にある者 

結核 ＢＣＧワクチン １歳に至るまでの間にある者 

水痘 乾燥弱毒生水痘ワクチン 生後１２月から生後３６月に

至るまでの間にある者 

ジフテリア、百日

せき、破傷風及び

ポリオ 

沈降精製百日せきジフテリ

ア破傷風不活化ポリオ混合 

ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ）、 

沈降精製百日せきジフテリ

ア破傷風混合ワクチン（Ｄ

ＰＴ）、沈降ジフテリア破 

傷風混合トキソイド（ＤＴ） 

及び不活化ポリオワクチン

（ＩＰＶ） 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 



ジフテリア、百日

せき、破傷風、ポ

リオ及びＨｉｂ感

染症 

沈降精製百日せきジフテリ

ア破傷風不活化ポリオヘモ

フィルスｂ型混合ワクチン 

（ＤＰＴ－ＩＰＶ－Ｈｉｂ） 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

麻しん及び風しん 乾燥弱毒生麻しん風しん混 

合ワクチン（ＭＲワクチン）、 

乾燥弱毒生麻しんワクチン

（Ｍワクチン）又は乾燥弱

毒生風しんワクチン（Ｒワ

クチン） 

第１期： 生後１２月から生後

２４月に至るまでの間

にある者 

第２期：５歳以上７歳未満の

者であって、小学校就

学の始期に達する日の

１年前の日から当該始

期に達する日の前日ま

での間にあるもの 

風しん 乾燥弱毒生麻しん風しん混 

合ワクチン（ＭＲワクチン） 

又は乾燥弱毒生風しんワク

チン（Ｒワクチン） 

第５期：昭和３７年４月２日

から昭和５４年４月１

日までに生まれた男性

かつ令和６年度末まで

に抗体検査を実施した

結果、風しんの抗体が

不十分な者であってＭ

Ｒワクチンの偏在等が

生じたことを理由にワ

クチンの接種ができな

かったと市長が認める

もの 

日本脳炎 乾燥細胞培養日本脳炎ワク

チン 

第１期：生後６月から生後９０ 

月に至るまでの間にある

者 

第２期：９歳以上１３歳未満

の者 



ジフテリア及び破

傷風 

沈降ジフテリア破傷風混合 

トキソイド（ＤＴワクチン） 

１１歳以上１３歳未満の者 

ヒトパピローマウ

イルス感染症（Ｈ

ＰＶ） 

組換え９価沈降ヒトパピロ

ーマウイルス様粒子ワクチ

ン 

１２歳となる日の属する年度

の初日から１６歳となる日の

属する年度の末日までの間に

ある女子 

ＲＳウイルス感染

症 

ＲＳウイルスワクチン 妊娠２８週０日から３６週６

日までの妊婦 

備考 

（１）接種時において亀山市に住民登録がない者は、対象者としない。 

（２）特別の事情により上記の予防接種を受けることができなかった者については、

当該事情がなくなった日から起算して２年を経過するまでの間において、対象者

の範囲にかかわらず、当該予防接種の対象者とする。ただし、次のアからエまで

に掲げる疾病に係る予防接種については、当該アからエまでに定める間に限り、

当該予防接種を受けられるものとする。 

ア Ｈｉｂ感染症 １０歳に達するまでの間 

イ 小児の肺炎球菌感染症 ６歳に達するまでの間 

ウ 結核 ４歳に達するまでの間 

エ ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ及びＨｉｂ感染症 １５歳に達する

までの間 

（３）平成７年４月２日から平成１９年４月１日までの間に生まれた者で、２０歳未

満であるものは、平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日までにかけて

行われた積極的勧奨の差し控えによって日本脳炎の第１期及び第２期の予防接種 

が行われていない可能性があるため、日本脳炎の定期接種対象者とする。ただし、 

第２期の予防接種は、第１期の予防接種後６日以上の間隔を置いて行うものとす

る。 

２ Ｂ類予防接種の対象疾病、種類及び対象者の範囲 

対象疾病 種類 対象者の範囲 



高齢者の肺炎球菌 

感染症 

沈降２０価肺炎球菌結

合型ワクチン 

次のいずれかに該当する者 

１ ６５歳の者 

２ ６０歳以上６５歳未満の者

で、心臓、腎臓、呼吸器又はヒ

ト免疫疾患ウイルスにより免疫

の機能に障がいがあり、身体障

害者手帳１級のもの 

帯状疱疹 乾燥弱毒生水痘ワクチ

ン又は乾燥組換え帯状

疱疹ワクチン 

次のいずれかに該当する者 

１ 令和８年度中に６５歳になる

者 

  ２ ６０歳以上６５歳未満の者の

うち、ヒト免疫疾患ウイルスに

より免疫の機能に障がいがあ

り、身体障害者手帳１級の者 

３ 令和８年度中に、７０、７５、 

８０、８５、９０、９５又は１００

歳となる者 

備考 接種時において亀山市に住民登録がない者は、対象者としない。 

３ 予防接種を行う期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

４ 予防接種を行う場所 

  亀山市が予防接種を委託する医療機関 

医療機関 所在地 電話番号 

あのだクリニック 亀山市阿野田町１６７５番地２ ０５９５－８３－

１１８１ 

落合小児科医院 亀山市東台町１番１７号 ０５９５－８２－

０１２１ 

かつき内科 亀山市東町一丁目２番１９号２ ０５９５－８４－

５８５８ 

亀山回生病院 亀山市東御幸町２３２番地 ０５９５－８４－

０３００ 



亀山市立医療センター 亀山市亀田町４６６番地１ ０５９５－８３－

０９９０ 

亀山透析クリニック 亀山市羽若町８３３番地５ ０５９５－８３－

０５５５ 

川口整形外科 亀山市野村四丁目４番１９号 ０５９５－８２－

８７２１ 

こばやし内科・呼吸器内

科クリニック 

亀山市亀田町３８０番地４ ０５９５－８３－

２１２１ 

さかえ整形外科 亀山市栄町１４８８番地１７ ０５９５－９７－

３３３５ 

高橋内科クリニック 亀山市栄町１４８８番地３１４ ０５９５－８４－

３３７７ 

田中内科医院 亀山市天神二丁目３番６号 ０５９５－８２－

０７５５ 

田中病院 亀山市西丸町５３９番地 ０５９５－８２－

１３３５ 

豊田クリニック 亀山市南野町４番地１５ ０５９５－８２－

１４３１ 

なかむら小児科 亀山市長明寺町３０４番地 ０５９５－８４－

００１０ 

のぼのクリニック 亀山市能褒野町７９番地２２ ０５９５－８５－

３６３６ 

ハッピー胃腸クリニック 亀山市本町二丁目９番３３号 ０５９５－８２－

００１７ 

皮ふ科 野内クリニック 亀山市南崎町７３５番地１６ ０５９５－９８－

４１１２ 

みえ呼吸嚥下リハビリク

リニック 

亀山市アイリス町１４番地７ ０５９５－８４－

３５３６ 

みえ在宅・内科クリニッ

ク 

亀山市野村三丁目１９番３１号 ０５９５－８２－

０４０５ 



みずほ台クリニック 亀山市川合町１１５５番地９ ０５９５－９６－

９４８８ 

宮村産婦人科 亀山市本町三丁目８番７号 ０５９５－８２－

５１５１ 

５ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 

（１）接種を受けることが適当でない者 

ア この公告により実施する予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で

この公告により実施する予防接種を行う必要がないと認められるもの 

イ 明らかな発熱を呈している者 

ウ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

  エ この公告により実施する予防接種に相当する予防接種の接種液の成分によって 

アナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

オ 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明

らかな者 

カ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷

等によるケロイドの認められる者 

キ Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又は

産道においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗ＨＢｓ人

免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンの投与を受けたこと

のあるもの 

ク ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴の

あることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完了した者を

除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

ケ 高齢者の肺炎球菌感染症に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る

予防接種法第５条第１項の規定による予防接種を受けたことのある者 

コ 帯状疱疹に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る予防接種法第５

条第１項の規定による予防接種を受けたことのある者 

サ アからコまでに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

（２）予防接種の判断を行うに際して注意を要する者 



ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血系疾患、発育障害等の基礎疾患を有

する者 

イ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び全身性発疹等のアレルギー

を疑う症状を呈したことがある者 

ウ 過去にけいれんの既往のある者 

エ 過去に免疫不全の診断がされている者及び近親者に先天性免疫不全症の者がい

る者 

オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者 

カ バイアルのゴム栓に乾燥天然ゴム（ラテックス）が含まれている製剤を使用す

る場合にあっては、ラテックス過敏症のある者 

キ 結核の予防接種にあっては、過去に結核患者との長期の接触がある者その他の

結核感染の疑いのある者 

ク ロタウイルス感染症の予防接種にあっては、活動性胃腸疾患、下痢等の胃腸障 

害のある者 

（３）接種後の注意事項 

ア 接種後は接種部位を清潔に保ち、接種当日は過激な運動を避けるよう注意する

こと。 

イ 接種後、接種局所の異常反応、体調の変化等が生じたときは、速やかに医師の

診察を受けること。 

ウ 被接種者又はその保護者は、イの場合において、被接種者が医師の診察を受け

たと 

きは、速やかに亀山市健康福祉部健康推進課健康増進グループに連絡すること。 


